
別紙

H13 H14 H15 H16

第２　業務運営の効率化に関する事項　　第１　業務運営の効率化に関する目標を
達成するためとるべき措置

１　効率的な業務運営体制の確立 １　効率的な業務運営体制の確立

(1)効率的な業務運営体制の確立 (1)効率的な業務運営体制の確立 Ｂ＋ Ｂ＋ A A A
　効率的かつ柔軟な組織編成を行うこ
と。また、研究員の採用に当たっては、
資質の高い人材をより広く求めることが
できるよう工夫すること。

ア　組織体制
　独立行政法人産業医学総合研究所(以
下「研究所」という。)の組織体制は柔
軟なものとし、この中期計画の遂行状況
を踏まえて適宜見直しを行う。

●図書情報室を改組して国際研究交流情報センターを
設置し、国内外の情報収集、行政・企業への情報提
供、国際基準等の制改定、開発途上国への協力、国際
研究交流、図書情報業務等を担当した。同センターの
活動としてアジア労働衛生センター会議、公衆衛生と
産業保健に関する中日国際会議、産医研国際セミナー
を開催し、また国際学術誌「Industrial Health」を定
期的に編集・発行した。
●新規職員の採用はすべて公募により実施し、のべ56
名の応募者の中から若手任期付研究員1名を含む8名(う
ち医師4名)の新規採用を行った。
●プロジェクト研究及び競争的資金による研究を各部
の体制にとらわれない柔軟な研究グループを組織して
効率的に推進した。また、15年度及び16年度でそれぞ
れ全研究員の約1/4及び1/5の配置換えを実施した。

3.53 3.90 4.36 4.00 3.95

(2) 内部進行管理の充実 (2) 内部進行管理の充実 Ｂ＋ Ｂ＋ A A A
ア　調査研究業務の効率的な推進を図る
ため、内部研究評価システムを活用して
研究進捗状況等を把握し、その結果を研
究管理・業務運営に反映させる。

●個人業績評価システムを構築し、研究業績・対外貢
献・所内貢献につき5段階で個人評価を実施した。
●内部評価委員会を毎年第4四半期に開催し、重点研究
領域特別研究及び基盤的研究の研究計画と成果並びに
その他の業績について審議した。この結果により、研
究計画を修正し、研究業務を改善するとともに、所内
での部門間の職員の配置換え等に反映させた。

3.73 3.90 3.91 3.89 3.86

イ　定期に開催している部会に加え、所
内イントラネット利用による相互通信機
能を活用し、役員及び管理者による業務
進捗状況管理を効率的に行う。

●役員会議、部長会議、各部の部会、全職員による研
究集会・業務集会により業務を総合的に管理運営し
た。
●毎月の研究集会と業務集会においては、個々の研究
者に対し、理事長から個人指導等を行った。部長等の
広範な担当業務を中堅研究員にまで拡げ、重要事項を
理事長が迅速かつ効果的に決定できるように管理運営
体制を改善した。
●所内LANを活用し、業務進行管理や業績収集を効率的
に実施した。

中期目標期間の暫定
評価結果

中期目標 中期計画  暫定評価期間（平成１３年度～１６年度）の実績報告 事業年度評価結果
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別紙

H13 H14 H15 H16
中期目標期間の暫定

評価結果

中期目標 中期計画  暫定評価期間（平成１３年度～１６年度）の実績報告 事業年度評価結果

(3) 業務運営の効率化に伴う経費節減 (3) 業務運営の効率化に伴う経費節減 Ｂ Ｂ＋ A A A

　運営費交付金を充当して行う事業につ
いては、中期目標期間中において、新規
追加・拡充部分を除き、平成１３年度の
運営費交付金の最低限２％に相当する額
を節減すること。

ア　省資源、省エネルギーを推進し経費
を節約するとともに、業務処理への情報
通信技術の活用や定型業務の外部委託化
等業務処理の効率化のための見直しを行
い、経費の節減を図る。

●一般競争入札の徹底を図ることにより、経費の節減
に努めた。
●実験実施時期を調整し、光熱水量の分散化による経
費の節減を図った。
●廊下の消灯等により省エネに努めた。
●データの入力・定型的な化学分析・動物実験に伴う
飼育管理等につき外部への業務委託化により業務処理
の効率化を図った。

3.47 3.70 3.73 3.67 3.64

イ　外部研究資金については、関係省
庁、特殊法人、関係公益団体等からの競
争的研究資金、受託研究等の獲得に向け
て積極的な応募を行うとともに、研究施
設・設備の有償貸与、成果物の有償頒布
等による自己収入の確保に努める。

ウ　上記ア及びイの措置を講じることに
より、運営費交付金を充当して行う事業
については、平成１４年度以降の各事業
年度について、平成１３年度の運営費交
付金額の少なくとも0.5％程度に相当す
る節減額を見込んだ中期計画の予算を作
成し、当該予算により適切な業務運営を
行う。

●平成13年度運営費交付金　　1,417百万円
　平成14年度運営費交付金　　1,409百万円(▲0.5%)
　平成15年度運営費交付金　　1,383百万円(▲2.4%)
　平成16年度運営費交付金　　1,355百万円(▲4.4%)
        [退職手当を除く。]
●運営費交付金を充当して行う事業について、中期目
標期間中の支出総額は6,970百万円の見込みであり、中
期目標期間全体を通じた２％の削減目標は達成できる
見込みである。

2 



別紙

H13 H14 H15 H16
中期目標期間の暫定

評価結果

中期目標 中期計画  暫定評価期間（平成１３年度～１６年度）の実績報告 事業年度評価結果

２　効率的な研究施設・設備の利用 ２　効率的な研究施設・設備の利用 Ｂ Ｂ B B Ｂ

　研究施設・設備の活用状況を的確に把
握するとともに、他の研究機関等との協
力・連携を図り、研究施設・設備の共同
利用を促進する等、その有効利用を図る
こと。

他の研究機関や大学等との研究協力と連
携を図ることにより、研究施設・設備の
共同利用を進め、研究資源の効率的な活
用を図る。

●研究施設・設備の効率的活用を図るために、外部の
研究者等が共同研究等で所内の諸施設を利用できる旨
を、ホームページ、産医研ニュース、産業医学総合研
究所国際セミナー等で広報した。
●資産貸付規程をもとに、外部貸与(有償)が可能な実
験施設一覧をホームページ等で公告し、関係研究機関
の研究者等に対して、研究施設・設備の共同利用を働
きかけた。
●以上により大型研究施設(振動施設等)の共同利用と
有償の外部貸与を実施した。
●研究施設・設備の効果的かつ効率的利用を図るため
に、理事長・担当部長の主導により新規採用研究員及
び常勤研究員への研究室と大型研究機器について部の
枠組みを超えた全所的な観点から再配分をする等改善
を進めた。

3.07 3.00 3.36 3.11 3.14
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H13 H14 H15 H16
中期目標期間の暫定

評価結果

中期目標 中期計画  暫定評価期間（平成１３年度～１６年度）の実績報告 事業年度評価結果

第３　国民に対して提供するサービスそ
の他の業務の質の向上に関する事項

第２　国民に対して提供するサービスそ
の他の業務の質の向上に関する目標を達
成するためとるべき事項

１　労働現場のニーズの把握 １　労働現場のニーズの把握と業務への
積極的な反映 Ａ Ｂ＋ A A Ａ

　労働者の健康の保持増進及び職業性疾
病の病因、診断、予防その他の職業性疾
病に係る事項に関する総合的な調査及び
研究を行うことにより、職場における労
働者の健康確保に資する目的で設立され
た独立行政法人として、職場で生じてい
る労働衛生上の諸問題を的確にとらえ、
労働現場のニーズに対応した調査及び研
究、技術支援等を積極的に実施するた
め、毎年度、業界団体や産業医、衛生管
理者等との間で情報交換を行うととも
に、研究所の業務に関する要望、意見等
を聞くことを目的とする場を設けるこ
と。

　労働衛生分野における我が国の中核的
研究拠点として社会から負託されている
公共性の高い業務を適切に実施するた
め、労働現場のニーズを迅速かつ的確に
把握し、業務へ積極的に反映させること
を目的とした会合を開催し、産業界代表
者、衛生管理者、産業医等から助言や要
望等を伺うとともに情報交換を行う。

●旧労働省が設置した「21世紀の労働衛生研究戦略協
議会」が定めた研究戦略を受け、平成13年に「労働衛
生重点研究推進協議会」を組織し、労働衛生に関する
国レベルの18優先研究課題の研究推進を図っている。
同協議会の活動の一つとして、毎年シンポジウムを開
催し、18優先研究課題と厚生労働省厚生労働科学研究
費補助金(労働安全衛生総合研究事業)の採択課題から
テーマを選び講演を実施した。上記の18優先研究課題
に関する論文を系統的に検索するとともに研究課題登
録システムを立ち上げ、それぞれの課題に関する国内
の実施状況(公表論文数、研究課題名、研究者数)を明
らかにした。
●以上により、関係調査研究機関、大学、行政、経営
者団体、労働組合、労働衛生管理者等幅広い分野から
要望を伺うとともに、最新の研究動向について情報を
提供した。
●厚生労働省安全衛生部との「労働安全衛生研究連絡
会議(月例)」及び「産業医学総合研究所研究推進連絡
協議会(年2回)」、「客員研究員交流会(産医研職員及
び客員研究員による研究発表会)(年1回)」、「産業医
学総合研究所・産業医科大学産業生態科学研究所研究
交流会(年1回)」を開催し、労働現場のニーズ・行政
ニーズ・研究ニーズを把握した。
●上記の活動の結果を研究課題の設定等所内の研究事
業に反映させた。

4.00 3.80 4.36 3.78 3.99
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別紙

H13 H14 H15 H16
中期目標期間の暫定

評価結果

中期目標 中期計画  暫定評価期間（平成１３年度～１６年度）の実績報告 事業年度評価結果

２　労働現場のニーズ及び行政ニーズに
沿った調査及び研究の実施

２　労働現場のニーズ及び行政ニーズに
沿った調査及び研究の実施

(1) プロジェクト研究 (1) プロジェクト研究 Ｂ＋ Ｂ＋ A A Ａ
　現在我が国が直面する労働衛生上の課
題に対応するため、次の重点研究領域に
おいて、別紙１に示すプロジェクト研究
(研究の期間、研究の方向及び明確な到
達目標を定めて、重点的に研究資金及び
研究要員を配する研究をいう。)を実施
すること。
ア  有害因子等による健康影響の実態の
調査及び健康管理手法の開発
イ  化学物質等の健康影響機序の解明及
び有害性評価法の確立
ウ  ストレス、疲労等の要因の解明及び
職場環境の快適化
エ  より精度の高い化学物質、物理因子
等の測定法の開発及び作業環境管理・作
業管理手法の開発

  中期目標において示されたプロジェク
ト研究を計画的に実施する。
  なお、プロジェクト研究の実施期間に
ついては、それぞれの研究課題毎に次の
期間を予定する。
ア  労働者の心身の健康度指標の開発
平成13年度～平成14年度
　　　　(参考：平成12年度からの継続)
イ  作業環境におけるダイオキシン類ば
く露の生体影響に関する研究　平成13年
度～平成15年度
　　　　(参考：平成12年度からの継続)
ウ　作業関連疾患･生活習慣病における
職業因子の寄与に関する疫学的研究　平
成15年度～平成17年度
エ　職業病･作業関連疾患発生状況に関
する全国サーベイランス　平成17年度
　　　　(参考：平成19年度まで継続予
定)
オ　労働環境中における内分泌かく乱物
質(いわゆる環境ホルモン)等の遺伝子レ
ベルの健康影響評価法等に関する研究
平成13年度
　　　　(参考：平成11年度からの継続)
カ　フロン代替品に係わる労働衛生対策
確立のための研究　平成13年度～平成14
年度
　　　　(参考：平成11年度からの継続)
キ　作業環境中の有害因子に対する感受
性を決定する遺伝的素因に関する研究
平成16年度～平成17年度
　　　　(参考：平成18年度まで継続予
定)

●中期計画に定めたプロジェクト研究課題を、現在ま
で予定どおり実施している。

3.87 3.90 3.73 4.00 3.87
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別紙

H13 H14 H15 H16
中期目標期間の暫定

評価結果

中期目標 中期計画  暫定評価期間（平成１３年度～１６年度）の実績報告 事業年度評価結果

ク　有害因子ばく露の低濃度化等の状況
における生体影響指標の開発と健康管理
平成17年度
　　　　(参考：平成19年度まで継続予
定)
ケ　情報化職場の快適化に関わる労働衛
生上の要件に関する研究　平成13年度～
平成15年度
コ　筋骨格系障害予防のための疫学的及
び労働生理学的研究　平成16年度～平成
17年度
　　　　(参考：平成18年度まで継続予
定)
サ　高年齢労働者の職業性ストレスに関
する総合的研究　平成15年度～平成17年
度
シ　有機溶剤等を取り扱う非定常作業の
作業環境管理に関する調査研究　平成13
年度～平成16年度
ス　労働環境における全身振動ばく露の
計測と対策に関する研究　平成14年度～
平成16年度

(2) 基盤的研究 (2) 基盤的研究 Ｂ＋ Ｂ A A Ａ
　将来生じ得る研究課題にも迅速かつ的
確に対応できるよう、研究基盤としての
研究能力を継続的に充実・向上させるた
め、国内外における職業性疾病、産業活
動等の動向を踏まえつつ、別紙２に示す
研究領域において、基盤的な研究を戦略
的に実施すること。

　研究所の学術水準を継続的に充実・向
上させるため、科学技術の進歩、国内外
における職業性疾病、労働環境の変化等
の動向を踏まえつつ、中期目標に示され
た研究領域において、研究所の研究基盤
を充実させるための基礎的研究及び将来
のプロジェクト研究等の基盤となる萌芽
的研究を、毎年度研究計画を作成して実
施する。

●中期目標に示された研究領域における基盤的研究
を、現在まで予定どおり実施している。

3.60 3.40 3.91 3.89 3.70
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H13 H14 H15 H16
中期目標期間の暫定

評価結果

中期目標 中期計画  暫定評価期間（平成１３年度～１６年度）の実績報告 事業年度評価結果

(3) 職業性疾病その他の労働者の健康障
害等の原因の調査、有害因子へのばく露
等の 状況の究明及び対策の研究並びに
災害調査技術の向上に関する研究

(3) 職業性疾病その他の労働者の健康障
害等の原因の調査、有害因子へのばく露
等の状況の究明及び対策の研究並びに災
害調査技術の向上に関する研究

Ｂ＋ Ｂ＋ A A Ａ
ア　行政から要請を受けたとき、又は調
査・研究の実施上必要があると研究所が
判断するときは、労働基準監督機関等の
協力を得て、労働者の健康障害の原因調
査等を実施する。また、原因調査等の結
果、講ずべき対策、労働基準監督機関等
が同種の原因調査等を実施するに当たっ
て参考とすべき事項等については、厚生
労働省労働基準局安全衛生部に適宜報告
する。

●厚生労働省労働衛生課・化学物質対策課(旧化学物質
調査課)等行政の要請により労働者の健康障害の原因調
査等を実施し、その結果を厚生労働省安全衛生部等に
適宜報告した。実施件数は、平成13年度5件、平成14年
度12件、平成15年度10件、平成16年度15件。

3.87 3.60 3.64 4.11 3.80

イ　厚生労働大臣から緊急の原因調査等
の要請があった場合に、災害調査に迅
速、的確に対応できるよう体制を整備す
る。

●災害調査に対応するための体制の整備として、平成
13年度に独立行政法人産業医学総合研究所災害調査実
施要項を定め、以後これに従い、労働災害発生に対す
る迅速、的確な対応に努めた。

(4) 労働衛生に関する国際基準、国内基
準の制改定等への科学技術的貢献

(4) 労働衛生に関する国際基準、国内基
準の制改定等への科学技術的貢献

Ｂ＋ Ａ A A Ａ
　行政機関、公的機関、国際機関等の要
請に基づき、必要に応じて労働衛生に関
する国際基準、国内基準の制改定等のた
めの検討会議に研究所の役職員を参加さ
せるとともに、研究所の研究成果を提供
する。

●行政、公的機関、国際機関等の要請に基づき、労働
衛生に関する国際基準、国内基準の制改定等のための
検討会議に研究所の役職員を派遣するとともに、研究
所の研究成果を提供した。
●その他国内外の行政機関や学協会等に設置された委
員会(JIS委員会、化学物質に関するOECD会議、労働衛
生関連WHO会議、労働衛生に関するISO委員会等)に役職
員を派遣し、積極的な貢献を行った。平成13年度87
件、14年度111件、15年度107件、16年度111件。

3.80 4.00 4.45 4.00 4.06
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別紙

H13 H14 H15 H16
中期目標期間の暫定

評価結果

中期目標 中期計画  暫定評価期間（平成１３年度～１６年度）の実績報告 事業年度評価結果

(5) 労働衛生に関する国内外の科学技術
情報、資料等の調査

(5) 労働衛生に関する国内外の科学技術
情報、資料等の調査

Ｂ Ｂ A B Ｂ
行政からの要請、又は研究所の判断に基
づき、労働衛生に関する国内外の科学技
術情報、資料等の調査を行い、厚生労働
省労働基準局安全衛生部に適宜報告す
る。

●国内外で発生した労働災害等に関する情報を検討
し、筋骨格系障害、暑熱障害、振動障害予防等につい
て厚生労働省安全衛生部へ報告した。
●業務上の疾病事例のデータベース化と分析を実施し
た。
●労働衛生管理実施状況調査を行い、平成12年分、13
年分、14年分のデータについて翌年度に集計結果をま
とめ報告した。

3.40 3.20 3.64 3.44 3.42

３　外部評価の実施及び評価結果の公表 ３　外部評価の実施及び評価結果の公表 Ｂ＋ Ｂ＋ A A Ａ
　研究業務を適切に推進する観点から、
「国の研究開発全般に共通する評価の実
施方法の在り方についての大綱的指針」
(平成９年８月７日内閣総理大臣決定)に
基づき、研究課題について第三者による
事前評価、中間評価及び事後評価を積極
的に実施し、その結果を研究業務に反映
するとともに、評価結果及びその研究業
務への反映内容を公表すること。

　プロジェクト研究に関する研究計画、
研究の進展度、研究目標の達成度等を的
確に評価し適切な研究業務を推進する観
点から、外部の第三者による事前、中間
又は事後評価を実施し、評価結果を研究
管理・業務運営に反映させる。
　また、外部評価の結果及びその研究へ
の反映内容については、当該評価結果の
報告を受けた日から３か月以内に研究所
ホームページにおいて公表する。

●第三者による外部評価のための研究所の評価規程
は、平成13年度に決定された「国の研究開発評価に関
する大綱的指針」等に沿い、平成14年度、平成15年度
に改訂を行った。
●上記規定による外部評価委員会を開催し、重点研究
領域特別研究の計画、研究の進展度及び研究目標の達
成度等の評価を行った(事前、中間、事後評価)。評価
結果を各課題代表者へフィードバックして業務運営に
反映させた。
●評価結果とそれに対する措置や対応等をとりまと
め、各年度の研究評価報告書として発行した。その要
約版は受理日より3か月以内にホームページで公開し
た。

3.87 3.60 3.73 3.67 3.72
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別紙

H13 H14 H15 H16
中期目標期間の暫定

評価結果

中期目標 中期計画  暫定評価期間（平成１３年度～１６年度）の実績報告 事業年度評価結果

４　成果の積極的な普及・活用 ４　成果の積極的な普及及び活用

　調査及び研究の成果の普及・活用を促
進するため、積極的な情報の発信を行う
(1)学会発表等の促進 (1)学会発表等の促進 Ｂ Ｓ A A Ａ
  中期目標期間中における学会発表及び
論文発表(行政に提出する災害調査報告
書を含む。)の総数を、それぞれ1,000回
以上及び400報以上とすること。

   国内外で開催される学術集会等にお
ける研究員の発表及びIndustrial
Health誌や他の学術雑誌等における論文
発表数を増加させるための仕組みを構築
することにより、学会発表及び論文発表
を積極的に促進する。

●学会発表の実績は以下のとおり。
平成13年度　187回
平成14年度　226回
平成15年度　236回
平成16年度　251回
    合計    900回
      (中期目標年平均の1.1倍)
●論文発表の実績は以下のとおり。
平成13年度　 98編
平成14年度　143編
平成15年度　101編
平成16年度　172編
    合計    514編
      (中期目標年平均の1.6倍)
●これらの研究活動の結果、役職員が日本産業衛生学
会を含む諸学会から学会賞、論文賞、名誉称号等10件
を受賞した。また、役職員が編著者となって出版され
た単行本「中毒学 - 基礎・臨床・社会医学」、「室内
空気質と健康影響-解説シックハウス症候群-」が好評
を博した。

3.43 4.50 3.91 4.44 4.07

(2) インターネット等による調査及び研
究成果情報の発信

(2) インターネット等による研究成果情
報の発信 Ｂ＋ Ｂ＋ A A Ａ

　調査研究の成果については、原則とし
て研究所ホームページに掲載すること。
　また、調査研究の成果の事業場等での
利用を進めるため、一般誌等での成果の
普及を図ること。

ア　中期目標期間中における研究成果に
ついては、原則としてその全数について
データベース化した上で研究所ホーム
ページにおいて公開することにより、よ
り多くの国民が利用可能なものとすると
ともに、広く研究所の業務に関する意見
を求める。

●各年度の研究成果をデータベース化し、ホームペー
ジに公開した。また、産業医学総合研究所年報、所が
発行する国際学術誌「Industrial Health」の全文、
「産医研ニュース」をホームページに掲載し、国民が
利用可能なものとした。

3.53 3.60 3.82 3.89 3.71

イ　事業場における労働衛生の向上に資
するため、研究成果の一般誌への寄稿を
積極的に行う。

●労働衛生上の知見を広く国民に提供するため、技術
解説等を一般紙へ寄稿した。
平成13年度 技術解説等18編、その他 31編
平成14年度 技術解説等28編、その他 38編
平成15年度 技術解説等27編、その他 28編
平成16年度 技術解説等14編、その他 34編
　　合計 　技術解説等87編、その他131編
●研究所のホームページに開設した窓口、研究所の一
般公開、シンポジウムの開催等をとおして国民から研
究所業務に対する意見収集を行った。

9 



別紙

H13 H14 H15 H16
中期目標期間の暫定

評価結果

中期目標 中期計画  暫定評価期間（平成１３年度～１６年度）の実績報告 事業年度評価結果

(3) 国内の労働衛生研究の状況の把握及
び労働衛生研究機関への情報の提供

(3) 国内の労働衛生研究の状況の把握及
び労働衛生研究機関への情報の提供 Ａ Ｂ＋ A A Ａ

　我が国の労働衛生研究機関の研究資源
を有効に活用し、山積する労働衛生研究
上の課題について効率的かつ質の高い研
究を実施する環境を整備するため、国内
の労働衛生研究機関の協力を得て、最新
の労働衛生に関する研究の状況を把握
し、120機関以上の関係研究機関に必要
な情報を提供すること。

　研究機関、大学、関係団体等の学識経
験者・有識者の協力を得て、国内の最新
の労働衛生研究の状況を把握するととも
に、研究所刊行物等を通じて労働衛生研
究機関に対し有用な情報を提供する。

●「労働衛生重点研究推進協議会」を主宰し、有識者
委員から意見を伺うとともに、年1回シンポジウムを開
催し、大学及びその他労働衛生関係調査研究機関、行
政、経営者団体、労働組合、労働衛生管理者等幅広い
分野から要望を伺うとともに、最新の研究動向につい
て情報を提供した。
●「21世紀の労働衛生研究戦略協議会」が示した18優
先研究課題に関する国内の実施状況について調査を実
施した。関連して、国内研究者による研究課題の登録
システムを立ち上げた。
●国際学術誌「Industrial Health」(年4回)、産医研
ニュース(年2回)、研究所年報を発行した。これらの定
期刊行物を通じ、最新の労働衛生研究に関する情報
を、平成17年3月末現在、国内の102の大学及び15の労
働衛生関係機関に提供している。
●平成16年は「Industrial Health」の投稿数が116編
(欧米・アジア・日本・所内より各々18・28・31・9％)
で、掲載論文数が59編であった。4年間のインパクト
ファクターは0.48～0.74である。

4.00 3.80 4.36 3.89 4.01

(4) 講演会等の開催 (4) 講演会等の開催 Ｂ Ｂ＋ A A Ａ
　調査研究の成果の一般への普及を目的
とした講演会等の開催や研究所の一般公
開を毎年度実施し、主要な調査研究成果
の紹介及び研究施設の公開を行うこと。

　研究成果の一般への普及を目的とした
講演会を、産業医や職場における労働衛
生関係者を含めた幅広い領域の人々を対
象とし開催するとともに、一般公開日を
設け、研究所の一般公開を実施し、主要
な研究成果の紹介及び研究施設の公開を
行う。また、随時の見学希望者に対して
も、その専門分野、要望に応じて柔軟に
対応する。

●毎年開催した労働衛生重点研究推進協議会シンポジ
ウムでは、厚生労働科学研究費補助金(労働安全衛生総
合研究事業)採択課題の研究成果を含め18優先研究課題
に関わる研究内容についての講演を実施した。
●平成16年にアジア7カ国1地域の国立研究所代表等を
招いて「第1回アジア労働衛生研究センター会議」を主
催し、シンポジウムとワークショップを実施した。同
じく、中国科学アカデミー工程院院士及び主要大学教
授の参加を得て、「21世紀の公衆衛生と産業保健に関
する中日国際シンポジウム」を安徽省で共催した。
●国際研究交流情報センターの活動として「産業医学
総合研究所国際セミナー」を計5回開催した。
●研究所の一般公開を毎年開催し、研究成果の講演と
施設見学を実施した。
●見学希望者の専門分野・要望に応じ、柔軟に対応し
た。中央労働災害防止協会国際労働安全衛生センター
エルゴノミクス研修、国際協力機構(JICA)公衆衛生行
政管理セミナー研修、JICA労働安全衛生政策セミナー
研修、厚生労働省労働衛生専門官研修、近隣小学校等
に対応して講演、見学を実施した。

3.47 3.50 3.64 4.00 3.65
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別紙

H13 H14 H15 H16
中期目標期間の暫定

評価結果

中期目標 中期計画  暫定評価期間（平成１３年度～１６年度）の実績報告 事業年度評価結果

(5) 知的財産の活用促進 (5) 知的財産の活用促進 Ｂ Ｂ A B Ｂ
　調査研究の成果については、特許権等
の知的財産権の取得に努めること。ま
た、研究所が保有する特許権のうち実施
予定のないものについては、当該特許権
の実施を促進するため、その全数につい
て、特許流通データベース等を活用した
積極的な公表を行い、知的財産の活用を
促進すること。

　特許権の取得を進めるとともに、研究
所が保有する特許権のうち実施予定のな
いものについては、特許流通データベー
スへの登録、研究所のホームページ等の
広報媒体への掲載を行うことにより、積
極的な公表を行う。

●特許権の取得を積極的に進めるため、職務発明規程
の改定を実施した(平成13年度、平成15年度)。
●平成16年からは技術移転機関(TLO、ヒューマンサイ
エンス振興財団)を通じ申請することとした。
●平成13年度からの状況は、新規審査請求8件、新規特
許査定1件、流通データベース登録のべ2件、審査中7件
であった。

3.20 3.20 3.64 3.44 3.37

５　国内外の労働衛生関係機関等との協
力の推進

５　国内外の労働衛生関係機関等との協
力の推進

　労働衛生分野における我が国の中核的
研究機関として、蓄積された知見に基づ
き、国内外の労働衛生分野の研究の振興
に積極的に貢献すること。

(1) 労働衛生分野における国内外の若手
研究者等の育成への貢献

(1) 労働衛生分野における国内外の若手
研究者等の育成への貢献

Ｂ＋ Ｂ＋ A A Ａ
　国内外の若手研究者等の育成に貢献す
るため、これらの者の研修受入れ及び研
究所職員の他機関への派遣の推進に努め
ること。

　国内外の若手研究者等の育成に貢献す
るため、大学院生や他機関等に所属する
研究員等を継続的に受け入れるための制
度的基盤を整えるとともに、求めに応じ
て研究所職員による他機関等への協力・
支援を行う。

●国内外の若手研究者等の育成としては、研修生、科
学技術振興事業団重点研究支援協力員、科学技術特別
研究員、日本学術振興会外国人特別研究員、日本学術
振興会特別研究員により、4年間で延べ50名を受け入れ
た(平成13年度15名、平成14年度11名、平成15年度13
名、平成16年度11名)。
●平成13年度には、客員研究員規程、研修生規程など
を整備した。
●平成15年度に産業医学総合研究所連携大学院規程を
整備した。
●厚生労働省労働衛生専門官研修の受け入れ、JICAの
マレーシアへの技術協力(研修員受け入れ及び長期・短
期専門家派遣)、中央労働災害防止協会の化学物質管理
者研修講師連絡会議・国際安全衛生センターエルゴノ
ミクス研修・じん肺研修等への講師等の派遣、海外技
術者研修協会研修への講師の派遣、長崎労働局職員研
修、日本作業環境測定協会指定講習への講師・指導員
の派遣、大学での講義・実習指導等を行った。

3.53 3.50 3.55 3.67 3.56
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別紙

H13 H14 H15 H16
中期目標期間の暫定

評価結果

中期目標 中期計画  暫定評価期間（平成１３年度～１６年度）の実績報告 事業年度評価結果

(2) 研究協力の促進 (2) 研究協力の促進 Ｂ＋ Ｂ＋ A A Ａ
　国内外の労働衛生関係研究機関との研
究協力のための研究所研究員の派遣及び
他機関研究員の受入れの推進に努めるこ
と。

ア　流動研究員･客員研究員制度を有効
に活用するとともに、大学等の研究者や
客員研究員等との研究交流を促進する。

●客員研究員との交流会(研究発表会)及び産業医科大
学産業生態科学研究所との研究交流会(研究発表会)を
毎年実施した。
●職員が主催する外部研究者との交流会(研究発表会)
を定期的に実施した(人体振動、バイオテクノロジー、
職業性ストレス)。

3.93 3.80 3.73 4.11 3.89

イ　国内外の労働衛生関係研究機関との
「研究協力協定」を締結すること等によ
り、毎年度１０人程度の研究員の派遣又
は受入れを行うとともに、研究情報の相
互提供を促進する。

●国内外の研究機関と研究協力協定を締結し、毎年職
員の派遣・受入れにより共同研究等を実施した。締結
先は、米国国立労働安全衛生研究所(NIOSH)、スウェー
デン国立労働生活研究所(NIWL)、韓国産業安全公団・
産業安全保健研究院(KOSHA・OSHRI)、財団法人労働科
学研究所。
●東アジア及び東南アジア7カ国1地域の労働衛生研究
センター代表を招へいし、第1回アジア労働衛生研究セ
ンター会議(公開シンポジウム及びワークショップ)を
開催し、アジア地域との連携を協議した。

ウ　上記ア及びイの研究交流や研究協力
を実施することにより、共同研究の実施
環境を整え、全研究課題に占める共同研
究の割合を５％以上とする。

●プロジェクト研究及び基盤的研究において、研究所
外との共同研究が占める割合は、平成13年度約6％、平
成14年度約12％、平成15年度約10％、平成16年度約
10％であり、中期計画を達成している。
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別紙

H13 H14 H15 H16
中期目標期間の暫定

評価結果

中期目標 中期計画  暫定評価期間（平成１３年度～１６年度）の実績報告 事業年度評価結果

第４　財務内容の改善に関する事項

　通則法第２９条第２項第４号の財務内
容の改善に関する事項は、次のとおりと
する。
１　運営費交付金以外の収入の確保 [再掲]第1の1の(3)のイ Ｂ Ｂ＋ A A Ａ
　競争的研究資金、受託研究及びその他
の自己収入のそれぞれを獲得すること。

イ　外部研究資金については、関係省
庁、特殊法人、関係公益団体等からの競
争的研究資金、受託研究等の獲得に向け
て積極的な応募を行うとともに、研究施
設・設備の有償貸与、成果物の有償頒布
等による自己収入の確保に努める。

●国及び他の団体等から競争的資金を積極的に獲得し
た(文部科学省科学研究費補助金、環境省地球環境保全
等試験研究費、厚生労働省厚生労働科学研究費補助
金、民間受託研究等)。研究所職員が代表となって獲得
した競争的資金による研究課題数は平成13年度12課
題、平成14年度21課題、平成15年度14課題、平成16年
度15課題。
●研究所資産貸付規程を整備し、ホームページ等で外
部貸与が可能な実験施設一覧を公告し、有償による貸
与を実施した。(合計7件の実績)
●公的機関への専門家派遣や研究成果を解説したパン
フレットの配布により、自己収入を得た。

3.47 3.70 3.55 3.56 3.57

２　経費の節減を見込んだ予算による業
務運営の実施

第３　予算、収支計画及び資金計画
Ｂ Ｂ B B Ｂ

１　予算については、別紙１(省略)のと
おり。
２　収支計画については、別紙２(省略)
のとおり。
３　資金計画については、別紙３(省略)
のとおり。

●経費の節減を見込んだ予算を作成し、業務の効率化
に努めた。
●予算の執行に際しては、業務の進行状況と予算執行
状況を把握し、適宜見直しを行い、適切に執行した。
●運営費交付金(退職手当を除く)は、平成13年度の
1,417百万円に対し、平成16年度は1,355百万円と約
4.4%の削減となり、中期目標に示された2%を大幅に上
回っている。

3.33 3.20 3.36 3.33 3.31

第４　短期借入金の限度額

(略) ●短期借入金はない。

第５　重要な財産を譲渡し、又は担保に
供しようとするときは、その計画
　　なし ●なし

第６　剰余金の使途

１　職員の資質向上のための学会・研修
集会への参加
２　職員の研究レベル向上のための研究
機関との研究交流の推進
３　施設・設備を充実させるための補
修、整備

●厚生労働大臣から承認された剰余金は、平成14年度
申請分約396万円、平成15年度申請分約312万円で、合
計約708万円であった。中期計画に定めた職員の資質向
上及び研究レベル向上のために活用した。
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別紙

H13 H14 H15 H16
中期目標期間の暫定

評価結果

中期目標 中期計画  暫定評価期間（平成１３年度～１６年度）の実績報告 事業年度評価結果

第７　その他主務省令で定める業務運営
に関する事項
１　人事に関する計画 Ｂ＋ Ｂ A A Ｂ
(1) 方針 3.60 3.00 3.64 3.67 3.48

ア　資質の高い人材を幅広く登用するた
め、研究員の採用に当たっては、公募に
よる選考採用や若手育成型任期付任用に
ついても配慮する。

●新規職員の採用はすべて公募により実施し、のべ56
名の応募者の中から若手任期付研究員1名を含む8名(う
ち医師4名)の新規採用を行った。

イ　業務運営の効率化、定型業務の外部
委託化の推進により、人員の抑制を図
る。
(2) 人員の指標

  期末の常勤職員数を期初の９６％とす
る。
(参考１)職員の数
　期初の常勤職員数　　　　　７６名
　期末の常勤職員数の見込み　７３名
(参考２)中期目標期間中の人件費総額
　中期目標期間中の人件費の総額見込み
　　　　　　　　　　３，４８８百万円

●中期計画期末における人員目標数を平成16年度当初
に達成した。
平成13年度期初の常勤職員数　76名
平成14年度当初の常勤職員数　75名
平成15年度当初の常勤職員数　74名
平成16年度当初の常勤職員数　73名
●この間の人件費の推移は以下の通り(単位百万円)
平成13年度　計画額  701　　実績額  669
平成14年度　計画額  702　　実績額  672
平成15年度　計画額  680　　実績額  663
平成16年度　計画額  657　　実績額  653
　　合計　　計画額2,740　　実績額2,657
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中期目標 中期計画  暫定評価期間（平成１３年度～１６年度）の実績報告 事業年度評価結果

２　施設・設備に関する計画 Ｂ＋ Ｂ B B Ｂ
　産業医学総合研究所の業務である「労
働者の健康の保持増進及び職業性疾病の
病因、診断、予防その他の職業性疾病に
係る事項に関する総合的な調査及び研
究」の確実かつ円滑な遂行を図るため、
施設の老朽化を勘案し、計画的な改修、
更新等を進める。
（参考）
　施設・設備の内容
　　構内通信システム改修
　　ガス配管改修
　　空調自動制御機器改修
　　低圧電源回路改修
　　路盤改修（舗装等）
　　エレベーター・クレーン改修
　　照明器具改修
　　吸排気ファン改修
　　ボイラー入替

　予定額　（単位：百万円）
　　　１，６９２

　財　源
　　施設整備費補助金

●中期計画に示された施設・整備の内容を現在まで予
定どおり実施した。
●改修工事の実施に当たっては、国土交通省関東地方
整備局の専門家と綿密な打ち合わせのもと、効率的な
工事実施計画を策定の上実施した。

3.53 3.20 3.18 3.33 3.31
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